
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九
―
一
七
―
一
六
八

人
事
院
規
則
九
―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
標
記
部
分
に
傍
線
を
付
し
た
表
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
表
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、



こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

内
閣
府

四

内
閣
府

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

食
品
安
全
委
員

（
略
）

（
略
）

食
品
安
全
委
員

（
略
）

（
略
）

会
事
務
局

室
長
（
人
事
院
の

二
種

会
事
務
局

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ

二
種

定
め
る
も
の
に

ケ
ー
シ
ョ
ン
官

限
る
。
）

（
人
事
院
の
定

め
る
も
の
に
限

る
。
）



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

北
方
対
策
本
部

審
議
官

一
種

北
方
対
策
本
部

審
議
官

一
種

調
査
官
（
人
事
院

二
種

調
査
官
（
人
事
院

二
種

の
定
め
る
も
の

の
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）

に
限
る
。
）

子
ど
も
・
子
育

審
議
官

一
種

て
本
部

参
事
官

室
長
（
人
事
院
の

二
種

定
め
る
も
の
に

限
る
。
）

企
画
官
（
人
事
院

の
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

警
察
庁

七

警
察
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

サ
イ
バ
ー
セ

所
長

二
種

サ
イ
バ
ー
セ

所
長

三
種

キ
ュ
リ
テ
ィ

（
略
）

（
略
）

キ
ュ
リ
テ
ィ

（
略
）

（
略
）

対
策
研
究
・

対
策
研
究
・

研

修

セ

ン

研

修

セ

ン

タ
ー

タ
ー

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

八
～
十
一

（
略
）

八
～
十
一

（
略
）

十
二

こ
ど
も
家
庭
庁

（
新
設
）



組

織

官

職

区

分

内
部
部
局

審
議
官

一
種

課
長

室
長
（
人
事
院
の

二
種

定
め
る
も
の
に

限
る
。
）

企
画
官
（
人
事
院

の
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）

国
立
児
童
自
立

施
設
長

一
種

支
援
施
設

次
長

二
種

課
長

四
種

十
三

（
略
）

十
二

（
略
）



十
四

総
務
省

十
三

総
務
省

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

統
計
研
究
研
修

（
略
）

（
略
）

統
計
研
究
研
修

（
略
）

（
略
）

所

部
長

二
種

所

次
長

二
種

統
括
教
授

三
種

新
規
情
報
活
用
技

三
種

術
研
究
官

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

総
合
通
信
局

（
略
）

（
略
）

総
合
通
信
局

（
略
）

（
略
）

部
次
長

三
種

部
次
長

三
種

総
合
通
信
調
整
官

総
括
調
整
官
（
人

事

院

の

定

め



る

も

の

に

限

る
。
）

課
長

四
種

課
長

四
種

（
削
る
）

信
書
便
監
理
官

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

沖
縄
総
合
通
信

（
略
）

（
略
）

沖
縄
総
合
通
信

（
略
）

（
略
）

事
務
所

総
合
通
信
調
整
官

三
種

事
務
所

総
括
調
整
官
（
人

三
種

事

院

の

定

め

る

も

の

に

限

る
。
）

課
長

四
種

課
長

四
種

（
削
る
）

信
書
便
監
理
官

十
五
～
十
八

（
略
）

十
四
～
十
七

（
略
）



十
九

出
入
国
在
留
管
理
庁

十
八

出
入
国
在
留
管
理
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

入
国
者
収
容
所

（
略
）

（
略
）

入
国
者
収
容
所

（
略
）

（
略
）

課
長

四
種

課
長

四
種

首
席
入
国
警
備
官

首
席
入
国
警
備
官

統
括
入
国
警
備
官

五
種

（
人
事
院
の
定

め
る
も
の
に
限

る
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
～
二
十
七

（
略
）

十
九
～
二
十
六

（
略
）

二
十
八

厚
生
労
働
省

二
十
七

厚
生
労
働
省



組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
立
感
染
症

支
所
長

二
種

国
立
感
染
症

支
所
長

二
種

研
究
所
支
所

部
長

三
種

研
究
所
支
所

部
長

三
種

課
長

四
種

課
長

四
種

室
長
（
人
事
院
の

室
長
（
人
事
院
の

定
め
る
も
の
に

定
め
る
も
の
に

限
る
。
）

限
る
。
）

主
任
研
究
官
（
人

主
任
研
究
官
（
人

事

院

の

定

め

事

院

の

定

め

る

も

の

に

限

る

も

の

に

限

る
。
）

る
。
）

国
立
児
童
自
立

施
設
長

一
種



支
援
施
設

次
長

二
種

課
長

四
種

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

国
立
障
害
者

次
長

三
種

国
立
障
害
者

施
設
長

一
種

リ

ハ

ビ

リ

（
略
）

（
略
）

リ

ハ

ビ

リ

（
略
）

（
略
）

テ
ー
シ
ョ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
自

セ
ン
タ
ー
自

立
支
援
局
国

立
支
援
局
国

立
福
祉
型
障

立
福
祉
型
障

害
児
入
所
施

害
児
入
所
施

設

設

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

沖
縄
麻
薬
取

（
略
）

（
略
）

沖
縄
麻
薬
取

（
略
）

（
略
）



締
支
所

課
長

五
種

締
支
所

課
長

五
種

（
削
る
）

情
報
官
（
人
事
院

の
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
十
九
～
三
十
六

（
略
）

二
十
八
～
三
十
五

（
略
）

三
十
七

国
土
交
通
省

三
十
六

国
土
交
通
省

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

内
部
部
局

（
略
）

（
略
）

内
部
部
局

（
略
）

（
略
）

所
長

四
種
（
人

所
長

四
種
（
人

首
席
開
発
評
価
管

事
院
が

（
新
設
）

事
院
が

理
官

別
に
定

別
に
定

め
る
場

め
る
場



合
に
あ

合
に
あ

つ
て
は

つ
て
は

二
種
又

二
種
又

は

三

は

三

種
）

種
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
十
八
～
四
十

（
略
）

三
十
七
～
三
十
九

（
略
）

四
十
一

海
上
保
安
庁

四
十

海
上
保
安
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

内
部
部
局

（
略
）

（
略
）

内
部
部
局

（
略
）

（
略
）

副
所
長
（
人
事
院

三
種

（
新
設
）

三
種

の
定
め
る
も
の



に
限
る
。
）

業
務
管
理
官
（
人

業
務
管
理
官
（
人

事

院

の

定

め

事

院

の

定

め

る

も

の

に

限

る

も

の

に

限

る
。
）

る
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四
十
二
～
四
十
四

（
略
）

四
十
一
～
四
十
三

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
五
七
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
院
規
則
一
―
五
七
（
復
興
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
適
用
の
特
例
等
に
関
す
る
人
事
院
規



則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
人
事
院

（
復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
人
事
院

規
則
の
適
用
の
特
例
）

規
則
の
適
用
の
特
例
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
規
則
九

３

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
規
則
九

―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
別
表
第
一
の
規
定
の

―
一
七
（
俸
給
の
特
別
調
整
額
）
別
表
第
一
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中

「
十
三

デ
ジ
タ
ル
庁

「
十
二

デ
ジ
タ
ル
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分



デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

置
法
（
令
和
三

参
事
官

置
法
（
令
和
三

参
事
官

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

当
該
職
の
つ
か

当
該
職
の
つ
か

さ
ど
る
職
務
の

さ
ど
る
職
務
の

全
部
若
し
く
は

全
部
若
し
く
は

一
部
を
助
け
る

一
部
を
助
け
る

職
に
就
い
て
い

職
に
就
い
て
い

る
職
員
で
構
成

る
職
員
で
構
成

さ
れ
る
組
織

」

さ
れ
る
組
織

」



と
あ
る
の
は
、

と
あ
る
の
は
、

「
十
三

デ
ジ
タ
ル
庁

「
十
二

デ
ジ
タ
ル
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

デ
ジ
タ
ル
庁
設

審
議
官

一
種

置
法
（
令
和
三

参
事
官

置
法
（
令
和
三

参
事
官

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

年
法
律
第
三
十

企
画
官
（
人

二
種

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

六
号
）
第
十
三

事
院
の
定

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

条
第
一
項
に
規

め
る
も
の

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

定
す
る
職
又
は

に
限
る
。
）

当
該
職
の
つ
か

当
該
職
の
つ
か

さ
ど
る
職
務
の

さ
ど
る
職
務
の

全
部
若
し
く
は

全
部
若
し
く
は

一
部
を
助
け
る

一
部
を
助
け
る



職
に
就
い
て
い

職
に
就
い
て
い

る
職
員
で
構
成

る
職
員
で
構
成

さ
れ
る
組
織

さ
れ
る
組
織

十
三
の
二

復
興
庁

十
二
の
二

復
興
庁

組

織

官

職

区

分

組

織

官

職

区

分

復
興
庁
設
置
法

審
議
官

一
種

復
興
庁
設
置
法

審
議
官

一
種

（
平
成
二
十
三

参
事
官

（
平
成
二
十
三

参
事
官

年
法
律
第
百
二

企
画
官
（
人

二
種

年
法
律
第
百
二

企
画
官
（
人

二
種

十
五
号
）
第
十

事
院
の
定

十
五
号
）
第
十

事
院
の
定

二
条
第
一
項
に

め
る
も
の

二
条
第
一
項
に

め
る
も
の

規
定
す
る
職
又

に
限
る
。
）

規
定
す
る
職
又

に
限
る
。
）

は
当
該
職
の
つ

は
当
該
職
の
つ

か
さ
ど
る
職
務

か
さ
ど
る
職
務



の
全
部
若
し
く

の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
助
け

は
一
部
を
助
け

る
職
に
就
い
て

る
職
に
就
い
て

い
る
職
員
で
構

い
る
職
員
で
構

成
さ
れ
る
組
織

成
さ
れ
る
組
織

復
興
局

局
長

一
種

復
興
局

局
長

一
種

次
長

二
種

次
長

二
種

参
事
官

四
種

」

参
事
官

四
種

」

と
す
る
。

と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）


